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「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置」の一部改

正案について、令和２年９月３日より令和２年１０月２日までの期間、御意見

の募集を行いましたところ、御意見はございませんでした。 

今回の意見募集に当たり、御協力いただきました方々へ厚く御礼申し上げま

すとともに、今後ともご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．意見募集の方法 

（１）募集期間：令和２年９月３日～令和２年１０月２日まで 

（２）周知方法：電子政府の総合窓口(e-Gov)への掲載 

（３）意見提出方法：電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、郵送、

ＦＡＸ又は電子メール 

 

２．意見数 

提出意見数 ０件 

 

３．お問い合わせ先 

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課 

電話：03-3501-9726 

 


